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  （開 会   午前  ９時  ３０分） 

●佐竹議長 

 おはようございます。開会前でございますが、町長より諸報告の申し出がありましたの

で、これを受けたいと思います。 

●佐竹議長 

番外、町長。 

●景山町長 

 開会前でございますが、只今、議長のお許しをいただきましたので、諸報告２件につい

てご報告を申し上げます。初めに現在工事中であります、多機能コミュニティセンター建

設工事についてであります。日々懸命に努力を致している所ではありますが、当初、想定

が出来なかった事情が生じ、その対策などに期間が必要であったため、工期を３月末から

５月の末に、工期延期をするものでございます。延期の主な理由は、地下からの大型擁壁

の取り壊しや既存杭の破砕と地下排水処理による工法検討や施工に期間を要したことなど

に加えて、資材置き場やクレーン移動などヤード確保の必要があって、施工日数の短縮が

できなかったことでございます。現在、進捗状況は２月末現在で、５１％でございます。

予算につきましては、補正予算の繰越明許費として提出をいたしております。２件目は若

者定住住宅野井ニュータウン及び寺谷ニュータウンの入居者の応募状況について、ご報告

を申し上げます。両団地の募集につきましては、昨年１２月２２日を期限として、町ホー

ムページ、ＩＰ告知放送、新聞折り込みなどの方法により募集を行ってまいりました。野

井ニュータウンにつきましては３名の方から申し込みがあり、１月２７日に面接を審査を

行い、いずれも入居の決定をしたところでございます。しかし、両団地とも予定の戸数に

満たなかったため、募集期限を１カ月を延長し再度募集を行った結果、野井ニュータウン

につきましては残りの２戸に対して、５名の方から申込、申込されました。その内に３名

の方が申し込みを辞退されたため、２月１３日に２名の方の面接の審査を行い、いずれも

入居の決定をいたしたところでございますが、その後１名の方から仕事の都合により入居

を辞退の届け出があり、現在４戸が決定をしております。また、寺谷ニュータウンにつき

ましては、再募集におきましても入居の申込がありませんでしたが、本日現在１名の方か

ら申込書が提出されております。現在、両団地につきましては、残りの予定の戸数に達し、

引き続き残りの戸数に対し引き続き募集を行っております。以上、諸報告２件について報

告を終わります。 

●佐竹議長 

 全議員、出席であります。 

これより本日の会議を開きます。 

初めに去る４日の議案質疑における回答について、町長より訂正の申出がありましたの

で、これを受けたいと思います。 
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●佐竹議長 

 番外、町長。 

●景山町長 

 議会定例会、２日目の３月４日の議案質疑の中で一部を誤った数字を答えておりました

ので、担当課長から訂正をさせていただきます。 

●佐竹議長 

 番外、住民課長。 

●渡邊住民課長 

 失礼いたします。３月４日の本会議におきまして議案質疑の中で議案第１７号、平成２

７年度美郷町国民健康保険特別会計予算について、いただきました徴収率の質疑において

お答えした数値が誤っておりましたので訂正させていただきます。国民健康保険税の徴収

率でございますが、平成２５年度決算における現年度分を９８．３％、滞納繰越分を１１．

９％と答えておりましたが、正しくは現年度分が９７．１％、滞納繰越分が１９．２％で

ございます。また、平成２４年度分につきまして、現年度分９８．９％とお答えしました

が、正しくは９６．６％でございました。それぞれ訂正させていただきますとともに、お

わび申し上げます。 

●佐竹議長 

 それでは、議事に入ります。本日の議事日程は、予めお手許に配布してあるとおりであ

ります。日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１

２７条の規定により、１番・原議員、２番・福島議員を指名いたします。日程第２、追加

議案の上程、説明を議題といたします。本日、補正予算案８件の追加議案が提出されまし

た。議案第３２号から議案第３９号までの追加議案８件を一括、上程します。はじめに、

議案第３２号から議案第３９号までの補正予算について、順次提案理由の説明を求めます。 

●佐竹議長 

 番外、企画財政課長。 

●三上企画財政課長 

 上程になりました議案第３２号について、ご説明を申し上げます。議案第３２号、平成

２６年度美郷町一般会計補正予算（第６号）。平成２６年度美郷町の一般会計補正予算（第

６号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ１億６０２２万４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ７３億５６５４万８千円とする。繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項

の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、第２表繰越明許費による。

地方債補正、第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。平成２７年３月１０日

提出。美郷町長 景山 良材。７ページをお願いします。第２表繰越明許費でございます。

最初に総務費の関係でございます。国の地方創生地域活性化交付金の地域住民生活等緊急

支援交付金事業。このうちの消費喚起・生活支援型、それから県の委託事業、それから地
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方創生先行型につきましては、３月に交付内示がされ、その全額を繰越明許費として２７

年度に繰越すものでございます。詳細につきましては歳出のほうで説明をさせていただき

ます。続きまして、多機能コミュニティセンター建設事業でございます。それと１０番の

教育費の図書館建設事業につきましては、先ほど、町長の諸報告のとおりでございますの

で省略をさせていただきます。続きまして、総務費の関係でございます。みさと力創造事

業・美郷カレッジ運営費１１４４万円につきましては、２月に実施をいたしました企業コ

ンテストの企業支援金につきまして、ブラッシュアップ等実施しながらの交付となること

から、繰越をさせていただくものでございます。続いて、款６でございます。農林水産業

費でございます。県単ため池確保３６８万円につきましては、工事着手後、排水構造物に

ついて地元との協議に不測の日数を要したため、それから基盤整備促進事業２００万１千

円は工事着手後、工事車両の運搬路について地元との協議に不測の日数を要したため、そ

れから林道一本木線開設事業１９１６万円につきましては、昨年施工いたしました切土面

が豪雨によりましてえぐれ、形状が大きく変わったため、この箇所の測量設計に不測の日

数を要したため、それぞれ繰越とさせていただくものでございます。続きまして、款８の

土木費でございます。町道都賀行宮内線改良事業２７６４万８千円は、新設橋梁の設計に

おいて砂防指定河川であることから設計条件に制約があり、不測の日数を要したためでご

ざいます。町道久保線６４６万１千円につきましては、使用物件につきまして、所有者の

移転作業が遅れたためでございます。続きまして、飯谷線改良事業、１５０５万４千円に

つきましては、迂回路となる林道の舗装工事との工程調整に不測の日数を要したため、そ

れから町道二タ合線改良事業、２３８０万円は、新設橋梁の設計において砂防指定河川の

ため、設計条件に制約が発生し不測の日数を要したため、それから連水線１３９４万円は、

地滑り地内での工事のため協議調整に不測の日数を要したため、それから浜原大橋長寿命

化事業３６００万円は、当初予定していなかった照明設備の損傷の追加調査・設計に不測

の日数を要したため、若者定住団地造成事業３６４３万円、両団地とも下水道工事の作業

工程が重なり調整に不測の日数を要したため、それぞれ繰越とさせていただくものでござ

います。それから１１の災害復旧費でございます。現年、農業災害復旧事業は、工事用資

機材、運搬路の地元調整にそれから現年林道施設災害復旧事業は、島根県施工の治山工事

の工法変更により、また現年過年土木施設災害復旧事業は、用地の調整に日数を要したこ

と等によりまして、それぞれ繰越とさせていただくものでございます。繰越額は、合計で

１２億８０６９万５千円でございます。次のページをお願いします。第３表、地方債の補

正でございます。それぞれ事業の確定によりまして、限度額を補正するものでございます。

一番上でございます。まず、ユートピア整備事業債でございますが、これは泉源掘削を予

定をしておりましたが、現在の泉源施設の洗浄等によりまして、最低量の温泉が確保でき

たことから全額減額とさせていただくものでございます。定住団地整備事業債でございま

す。これは財源の振替によるものでございまして、過疎債の充当が可能となったことから

２，３６０万円減額をいたしまして、８１４０万円を限度額とするものでございます。そ
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の下、過疎対策ソフト事業債でございますが、事業費の確定によりまして減額するもので

ございます。主なものでございますが、雇用創出企画提案事業、これが減額の２１８０万

円、美郷カレッジ減額１７１０万円、定住ポイント事業を減額の１３３０万円など合計５

９７０万円を減額をいたしまして、補正後の限度額を１億４４３０万円とするものでござ

います。その下の定住支援住宅事業債でございます。ＵＩターンのための空き家改修事業

の申請がなったことから、２００万円減額をするものでございます。全額、減額でござい

ます。それから地域拠点施設整備事業債、いわゆる多機能コミュニティセンター建設でご

ざいます。これも事業に変更はございませんが、備品について起債対象となるか精査をし

た結果、２６０万円増額して、補正後の限度額を９億３６８０万円とするものでございま

す。それからその下、地方改善事業債でございます。町道都賀西中線の事業費確定により

まして２００万円減額して、補正後の限度額を１０００万円とするものでございます。農

道整備事業債でございますが、松代谷農道整備の関係で、これは県事業負担金でございま

すが、これの確定によりまして、１６３０万円減額して補正後の限度額を、１２４０万円

にするものです。それから、１つ飛びまして、中山間地域総合整備事業債でございます。

これは防火水槽設置に伴います県事業の負担金の確定によりまして、１０万円を減額して、

限度額を１８０万円とするものでございます。それから、集落営農事業債でございます。

導入設備の確定・入札減等によりまして２０万円減額いたしまして、１５７０万円とする

ものでございます。その下、ため池安全確保事業債でございますが、これは交付税算入の

ない起債であることから、決算見込み等を勘案いたしまして一般財源で対応することとし、

全額、削除するものでございます。それから、道路整備事業債でございます。これも一般

公共等債を予定をしておりましたが、これも交付税算入のない起債でございます。がんば

る地域交付金をいただきましたので、これを町道八神・千原線に充当することとし、減額

の１１６０万円、それから、都賀西・都賀行線改良事業を１１２０万円減額にすることと

し、合計で２２８０万円減額して、限度額を５７６０万円とするものでございます。それ

から、住宅建設事業債でございますが、これは都賀行ピロティ住宅の改修事業費の確定に

よりまして３０万円減額して、１１５０万円の限度額に、それから、若者定住住宅建設事

業債でございます。これもがんばる地域交付金をいただきましたので、これを充当するこ

ととし、３６５０万円減額いたしまして、１７７０万円とするものでございます。それか

ら、消防施設債でございますが、これは消防組合事業費の負担金でございまして、消防自

動車購入等の事業の確定によりまして、４２０万円減額して１６７０万円とするものでご

ざいます。それから、農林水産施設復旧事業債につきましては１１０万円減額、公共土木

災害復旧２７７０万円減額し、補正後の限度額を３６１０万円、及び１８９０万円とする

ものでございます。合計で１億６９２０万円減額をいたしまして、補正後の限度額を１５

億９７４０万円とするものでございます。なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法

は変更はございません。つづいて、１１ページをお願いいたします。歳入でございます。

款９、項１、目１、地方交付税でございます。国の税収の伸びによりまして、調整分とし
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て普通交付税２９７万５千円、追加交付をされたものでございます。次のページお願いし

ます。款１３、項１、目１、民生費国庫負担金の節１、社会福祉費負担金でございます。

それぞれ事業費の決算見込によるものでございます。また、その下、節３の児童福祉費負

担金でございます。これは中途入所者の増加、それから保育単価の改正による負担金の増

額でございます。それから、一番下の目３、災害復旧費国庫負担金の節１、公共土木災害

復旧事業費負担金でございますが、これは国の予算の関係で負担金の交付が翌年度以降と

なったこと、いわゆる施越となったことから減額するものでございます。次のページをお

願いします。同款の項２、目５、総務費国庫補助金でございます。説明欄のとこの上段で

ございます。地域活性化交付金７０２６万円でございます。これは、がんばる地域交付金

でございまして、好循環景気の実現のため臨時交付金で建設地方債対象となる事業に誘導

することとなります。したがいまして、若者定住住宅建設に４４８４万円、町道八神・千

原線に１２９２万円、都賀西・都賀行線に１２５０万円、それぞれ充当を予定をしており

ます。それから、その次の地域活性化・地域生活等緊急支援交付金でございますが、これ

が地方創生に伴います平成２６年度経済対策補正予算分でございまして、地方創生の先行

分といたしまして２８４３万１千円。これの使途につきましては、美郷町の総合戦略策定

計画に７９３万１千円、それから、薬草の里づくり事業に５００万円、特産品加工施設整

備支援事業に４５０万円、定住者用住宅改修支援に１００万円、カレッジの企業支援に１

０００万円、それぞれ充当を予定しております。それから、もう１つ地方消費喚起・生活

支援型といたしまして、１４５９万４千円の内示がございます。内訳につきまして、プレ

ミアム商品券の発行に１３５０万円、それからふるさとお土産商品券発行に１０９万４千

円、それぞれ充当することとしております。一つ飛んで、１５ページをお願いいたします。

款１４、項２、目９、労働費県補助金でございます。地域人づくり事業の補助金でござい

まして、これは緊急雇用事業の関係でございまして、事業費の確定によります補助金の減

額でございます。それから、下段でございます。項３、目２、総務費の委託金でございま

す。説明欄のところで、地方消費喚起・生活支援型交付金事業でございます。これは島根

県の委託事業でございまして、多子世帯１８歳以下の子供が３人以上おられる世帯に、１

万円の商品券を配布するものでございまして、全額県の委託金で賄うこととしております。

次のページをお願します。下段のところでございます。款１７、項２、目１、財政調整基

金の繰入金でございます。１２月補正の財源といたしまして、３０００万円繰入れること

としておりましたが、それ以前の予算で積立金を計画をしておりましたが、この積立金と

の調整を行いまして、これを減額とするものでございます。次のページをお願いします。

中段でございます。款１９、項５、目１、造林受託事業でございます。説明欄のところで

ございますが、公社造林受託事業収入でございます。これは事業費の確定によるもの。そ

れからまた、森林総合整備研究所造林委託事業でございます。これも予算要望しておりま

したが、予算配分がなかったことから全額、これは減額するものでございます。次のペー

ジをお願いします。款２０、町債でございます。これは先ほどの地方債の補正のところで、
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説明をさせていただきましたので、それにかえさせていただきたいと思います。１ページ

飛びまして、２０ページをお願いをいたします。３歳出で、ございます。款２、項１、目

１、００１、ともに一般管理費でございますが、退職手当特別負担金でございますが、こ

れは２６年度退職予定者６名分の市町村事務組合への負担金でございます。それから、下

のところ００２、地域活性化交付金事業費でございます。歳入のところでも説明を申し上

げましたが、交付金４３０２万５千円、これに調整枠といたしまして、一般財源を１６２

万９千円を加えます。さらに島根県からの委託金１７０万円を加えまして、４６３５万４

千円の事業費となります。次のページお願いします。事業の内容でございます。地域生活

等緊急支援交付金でございます。これは地方創生に伴います経済対策分ということで、補

正予算で地方創生の先行型といたしまして、２９１５万４千円の内示をいただきました。

これの使途につきましては、美郷町の総合戦略策定に８００万円、それから薬草の里づく

り事業に５６５万４千円、この薬草の里づくりにつきましては、耕作放棄地を活用した薬

草栽培の指導と薬草加工品の開発を予定をしております。それから、３つ目といたしまし

て、特産品加工施設整備支援事業の交付金でございます。これを４５０万円、予定してお

ります。これは個人等が特産品を開発・販売することを目的といたしました加工施設の整

備に対しまして、補助金を出すものでございます。３分の２、２００万円を一応上限に助

成をする予定としております。それから、４つ目といたしまして、定住者用住宅改修支援

事業１００万円でございます。これはＵＩターンで空き家を解消する場合に、２分の１、

５０万円を上限に助成をするものでございます。５つ目といたしまして、カレッジの企業

支援、これに１０００万円、それぞれ充当することとしております。それから、もう１つ

の交付金でございます地方消費喚起、それから生活支援型でございます。これにつきまし

ては１５５０万円でございます。事業費は内訳といたしましては、プレミアム商品券６０

００万円を発行することとし、それの発行経費を含めまして１３５０万円。それから、ふ

るさとお土産品商品券発行に２００万円。これは町内の観光客誘致策として、宿泊施設に

宿泊をした方に対しまして、５００円の商品券を交付し、これでお土産等の購入経費にあ

てていただければということで、充当することとしております。それから県の委託事業で

多子世帯に商品券１万円を配ります、ということでございます。先ほど言いました、これ

は全額を繰越しての事業実施となります。次のページをお願いたします。目５、財産管理

費のところの００１、財産管理費でございます。繰入金でございます。繰入金を減額をし

たことから、積立金を減額することとなります。補正予算、第５号までにおきまして、積

立金をする一方で基金を取崩す予算としておりましたが、一般財源の不足等によりまして

基金の取崩しを取りやめ、合わせまして基金の積立金、これを減額をするものでございま

す。一番下でございます。目６、００１、ともに企画費でございます。次のページお願い

します。説明欄のところの修繕料でございます。これはゴールデンユートピア、それから

大和荘の修繕料を補正をさせていただいております。それから、その他委託でございます。

これはゴールデンユートピアの泉源掘削の委託料２０００万円の減額でございます。それ
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から、定住ポイントを商品券交換でございますが、ポイント交換が予算より少なかったこ

とから１１００万円減額するもの、これが主なものでございます。それから、機械器具費

でございますが、中山間地域生活サポートということで、車両購入を予定をしておりまし

た君谷地域でございましたが、これは事業実施者が決まらなかったため、減額をするもの

でございます。それから、その下、００２、定住推進費でございます。工事請負費の減額

でございます。これは、ＵＩターン住宅支援住宅改修、これを計画をしておりましたが、

申請がなかったため減額をするものでございます。次のページをお願いします。一番下の

ところでございます。０１３、地域おこし協力隊推進費でございます。嘱託職員賃金でご

ざいます。これは、中途退職、あるいは予定をしていましたが、応募がなかったこと等に

よりまして、賃金等を減額をするものでございます。次のページをお願いします。同じく

説明欄のところの０１５、みさと力創造事業費でございます。この内、報奨金につきまし

ては各種講座の講師謝金、それからフォーラム開催時の謝金が減額となったものでござい

ます。それから、一番下のその他補助金でございます。企業コンテスト２件分を予定をし

ておりましたが、１件の入選となったことから１件分を減額するなど、それぞれ決算見込

によりまして、減額補正をするものでございます。飛んでいただきまして、３１ページを

お願いします。款３、項１、目１、説明欄のところ００１、ともに社会福祉総務費でござ

います。この中の各種団体運営補助金でございますが、これは社会福祉協会の補助金でご

ざいますが、人件費の減額等によりまして、実績に合わせ減額をするものでございます。

それから、他会計繰出金でございますが、これは国民健康保険特別会計への繰出金でござ

いまして、国、県の保険基盤安定の負担金の補助金、これらの増額によるものでございま

す。それから、その下の００２、福祉医療費でございます。これは実績見込によりまして、

減額をするものでございます。次のページをお願いします。最下段でございます。目４、

老人福祉費でございます。次のページをお願いします。老人福祉費の中の説明欄の００２、

在宅介護支援費でございます。この中のその他委託でございます。これの減額は、介護予

防事業の利用実績等によりまして、減額をするものでございます。次のページをお願いし

ます。上段のところでございます。項２、目１、児童福祉総務費、この中の説明欄のとこ

ろでございます。各種団体運営補助金でございます。これは町内、２保育所に対する補助

金で、年度中途入所者の増加、それから人事院勧告によります措置費等で５００万円、そ

れから、保育所保育士等確保補助金２１３万３千円これが主なものでございます。次のペ

ージをお願いします。中段のところでございます。項３、目２、扶助費でございます。こ

れは平成２５年度分の国及び県補助金の返還金の補正でございます。当初、５０６万５千

円を計上しておりましたが、精査によりまして４６２万２千円、追加をいたしまして、９

６８万７千円の償還となります。１ページ飛びまして、３７ページをお願いをします。款

５、項２、目１、勤労諸費でございます。００５、説明欄のところでございます。雇用創

出企画提案事業でございます。これは対象が、新規が１件、継続１件の交付見込によりま

して、減額をするものでございます。その下、００６、地域人づくり事業でございますが、
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これは緊急雇用事業でございまして、雇用人数２名を予定をしておりましたが、実績とし

て１名となったことから、減額をするものでございます。次のページお願いします。下段

でございます。款６、項１、目３、それから説明欄００１、とも農業振興費でございます。

次のページをお願いします。説明欄のところのその他補助金でございます。これは、農畜

産物等振興事業補助金でございまして、ハウスの導入、あるいは水田活用奨励金作物の実

績の見込によりまして、減額をするものでございます。それから、中ほどのところ００６、

集落営農育成事業費でございます。この中のその他補助金につきましては、集落営農組織

の農器具更新の補助金を計上しておりましたが、申請がありませんでしたので、減額をす

るものでございます。飛んで４１ページをお願をいたします。目５、農地費でございます。

この中の説明欄００２、農道整備事業費でございます。ここには大邑広域農道の保全事業

といたしまして、県事業の負担金を計上しておりますが、県事業負担金の確定によりまし

て、減額をするものでございます。それから、その下、００３、中山間地域総合整備事業

費でございます。これは松代谷農道の県事業の負担金でございますが、これも事業費の確

定によりまして、減額をするものでございます。次のページをお願いいたします。項２、

目２、林業振興費でございます。説明欄のところ００２、造林事業費でございます。工事

請負費の減額でございますが、これは公社造林として３７３万３千円減額、それから、流

域育成林整備事業、減額の４３３万２千円、それから、森林総合研究所、減額で４５０万

２千円、それぞれ造林関係事業費の確定によります減額でございます。次のページお願い

します。最下段でございます。款８、項２、目２、の道路維持費でございます。この中の

施設関係委託でございます。これは除雪経費の増額に伴います増額でございます。それか

ら、工事請負費の増額に、これにつきましては、災害関連に伴います維持工事費の増額で

ございます。次のページをいたします。目３、道路新設改良費でございます。これは地方

改善対策事業の中の都賀西中線でございます。これ補助金の確定等によりまして、４００

万円の減額。それから川本波多線関連の竹工区でございます。この中の土地購入費及び補

償費、これらが確定をいたしましたので、それに伴います減額が主なものでございます。

次のページをお願いいたします。最下段でございます。款８、項６、目２、住宅建設費で

ございます。説明欄のところの００２、若者定住住宅建設費でございます。これは野井、

寺谷団地に建設をします建築設計委託料、これが確定をいたしましたので、これによる減

額でございます。それから、その他補助金でございますが、これは民間住宅建設の補助金

が交付されますが、これの額が確定をいたしましたので、それに伴います減額でございま

す。１ページ飛んで４７ページをお願いをいたします。下段のところでございます。款９、

項１、目５、それから説明欄、００１、主に災害対策費でございます。この中のその他委

託の減額でございますが、これは無線放送の保守業務委託料の確定、それから、その下の

その他補助金でございます。ここは耐震診断、それから耐震改修補助金を予定をしており

ましたが、申請がなかったため、それぞれ減額をするものでございます。ずーと飛んでい

ただきまして、５４ページをお願いいたします。最後のページでございます。中段の款１
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１、災害復旧費でございます。ここには事業費の確定による減額でございます。なお、査

定を受けまして工事発注をしたものの、国の予算不足によりまして、負担金が翌年度以降

に交付となることとなりました、施越となったことから、財源の更正を行っております。

したがいまして、この災害復旧費の公共土木で６７２６万４千円の一般財源の増となりま

した。これらによりまして、今回の補正は一般財源が大変厳しい、予算編成となったとこ

ろでございます。以上で、議案第３２号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

●佐竹議長 

 番外、住民課長。 

●渡邊住民課長 

 上程になりました議案第３３号について、ご説明をいたします。議案第３３号、平成２

６年度美郷町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）。平成２６年度、美郷町

の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳

入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１６万２千円とする。補正でございますけども、

個人償還金の納付見込に伴いまして、一般会計からの繰入金の額の計上をするものでござ

います。６ページをお願いいたします。２歳入でございます。中の段、款３、項１、目１、

一般会計繰入金、補正額２３万円の増でございます。これは住宅新築資金につきまして、

公債費の本年度分償還金から個人からの償還見込額を差引いた額を繰入れるものでござい

ます。款４、項１、目１、納付金、補正額２２万９千円の減額でございます。内訳としま

して、収入見込によりまして、現年度分を、６２万円の減、滞納繰越分を３９万１千円の

増とするものでございます。７ページをお願いいたします。３歳出、下の段でございます。

款２、項１、目１、元金は個人償還金の収入見込により、財源更正をするものでございま

す。以上で、議案第３３号の説明を終わります。ご審議のほどお願いいたします。 

●佐竹議長 

 番外、建設課長。 

●赤穴建設課長 

 上程になりました議案第３４号について、ご説明をいたします。議案第３４号、平成２

６年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）。平成２６年度美郷町の簡易水道事

業特別会計補正予算（４号）は、次に定めるところによる。歳入歳出の補正、第１条、歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５８万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２億７６２３万５千円とする。明許繰越、第２条、地方自治法第２１３

条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、第２表、明許繰

越費による。地方債の補正、第３条、地方債の変更は、第３表、地方債の補正による。平

成２７年３月１０日提出。美郷町長 景山 良材。それでは４ページをお開きください。

４ページは先ほど明許繰越にあげておりました第２表、明許繰越費、款１、項１、事業名

は原川防災安全交付金（通常砂防）工事に伴う水道管移設工事でございます。金額は２６
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４万５千円でございます。これは県事業で長藤の道の駅のＪＲの山手側で砂防工事が、県

営事業行っております。その関係の附帯する既存の水道施設を事業に合わせて、移設を行

うという工事ですが、砂防工事の取付道路の一部が、ＪＲの敷地内に入るということで、

ＪＲに対する工事をＪＲが本体が工事しとる部分が、翌年度に繰越ということで、県事業

全体が繰越となりましたので、それに附帯するこの水道管の移設部分も繰越ということで

ございます。続きまして、次のページ、５ページでございます。第３表、地方債の補正で

ございます。地方債の目的、簡易水道事業債、これは酒谷・石原統合簡易水道事業の関係

でございます。限度額は補正前７，６５０万円が、補正後７３００万。３５０万円の減額

でございます。建設費に伴う地方債の限度額の補正ということでございます。起債の方法、

利率、償還の方法については、変更ございません。続いて８ページをお願いいたします。

２歳入となります。款１、項１、目１、水道使用料でございます。１０９万２千円の減額

補正をあげております。これは使用水量、給水人口の減によるものと思いますが現段階に

おきまして、使用水量の減が予想されますので、それに伴う収入の減をあげさしていただ

いております。その下段になります。款５、項１、目１、の一般会計繰入金、これは建設

分に伴う繰入及び運転費に伴う繰入金の増額分でございます。続きまして、９ページをお

願いをいたします。款７、項１、目１、簡易水道事業債でございます。先ほど起債の限度

額についてご説明申し上げました内容で、建設費に伴います簡易水道事業債、３５０万円

の減額補正でございます。はい、続きまして、１０ページをお願いをいたします。１０ペ

ージ、運転費は説明欄にありますように精査によりまして、各項目が減額になっておりま

すが、一部修繕等にあります工事請負費が８２万５千円の増額でなっております。その下、

建設費でございます。この建設費も酒谷・石原の統合簡易水道事業の関係で、工事費の方

が３２３万９千円減額ということでございます。以上で補正第３４号の説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いしたします。 

それでは続きまして、議案第３５号の説明をいたします。議案第３５号、平成２６年度

美郷町下水道事業特別会計補正予算（第４号）。平成２６年度美郷町の下水道事業特別会計

補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ３４９万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２億６６８９万３千円とする。明許繰越、第２条、繰越明許費、第２条、地方自

治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は第２

表明許繰越、繰越明許費による。平成２７年３月１０日提出。美郷町長 景山 良材。そ

れでは、４ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費でございます。款１、項１、

事業名は、項４、特定地域生活排水事業費、事業名は循環型社会形成推進交付金事業、い

わゆる市町村設置型の浄化槽の整備事業でございます。金額は１９７８万円、５人槽で相

当いたしますと、１８基相当を繰越す予定としております。続きまして７ページをお願い

をいたします。２歳入となります。款１、項１、目１、それぞれの公共下水道、それから

農業集落排水、合併処理浄化槽関係の下水道使用料、それぞれ減額補正と合併浄化槽につ
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きましては、増額の使用料の補正となっております。続きまして、８ページをお願いいた

します。８ページは款４、項１、目１、の一般会計繰入金、というふうになっております。

それぞれの公共下水道から合併処理浄化槽につきまして、運転費及び公債費に伴う繰入金

でございます。それぞれ減額補正が主なものでして、補正額は３４５万４千円の減額補正

ということになっております。９ページをお願いをいたします。９ページから、３歳出と

なります。款１、項１、目１、の特定環境保全公共下水、それから、その下段の項２の目

１、農業集落排水事業、それぞれにつきまして、補正額が１０５万６千円と１８１万４千

円の減額補正ということでございます。説明欄にありますように、それぞれの精算という

ことで修繕費、特に農業集落排水、それから公共下水道、それぞれ修繕費が減額となって

おりますが、今年度の見込で減額補正をするものでございます。続きまして１０ページで

ございます。１０ページにつきましては、款１、項２、農業集落排水の建設費、それから

項３、目１、の小規模集合排水、項４、目１、の特定地域生活排水事業、それぞれの建設

費でございますが、建設が動いておるのが一番下の項１の目１、特定地域生活排水、これ

につきまして、先ほど繰越明許にありましたように建設事業があります。補正は、光熱水

費のみでございます。以上が補正、議案第３５号の議案説明でございます。ご審議のほど、

よろしくお願いをいたします。 

●佐竹議長 

 番外、住民課長。 

●渡邊住民課長 

 続きまして、上程されました議案第３６号について、ご説明いたします。議案第３６号、

平成２６年度君谷診療所特別会計補正予算（第２号）。平成２６年度美郷町の君谷診療所特

別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３万４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ５５８万６千円とする。平成２７年３月１０日提出。美郷町長 景山 良

材。君谷診療所につきまして、最終の収支額見込によります補正でございます。６ページ

をお願いたします。歳入でございます。款１、項１、外来収入。目の計欄でございますが、

補正額４４万３千円の増額でございます。下の段、目１、一般会計繰入金２７万４千円の

減額、これは収支見込により減額するものでございます。次のページをお願いします。款

４、項１、目１、保健衛生費補助金１９万９千円の減は、補助対象経費の精査によります

減額でございます。８ページをお願いします。３歳出、款１、項１、目１、一般管理費、

補正額７万４千円の減でございます。収支見込額の精査により、減額するものでございま

す。以上で議案第３６号の説明を終わります。ご審議のほど、お願いいたします。 

続きまして、議案第３７号につきましてご説明させていただきます。議案第３７号、平

成２６年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）。平成２６年度美郷町の国民健

康保険特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６４４万３千円を追加し、歳入歳出予算
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の総額を歳入歳出それぞれそれ７億１１９０万６千円とする。平成２７年３月１０日提出。

美郷町長 景山 良材。７ページをお願いします。歳入でございます。款７、項１、目１、

前期高齢者交付金でございますが、交付見込により、７６５万３千円の減額をするもので

ございます。款１３、項１、目１、国保基金繰入金は決算見込により、歳入不足分９９２

万４千円の増額補正としております。項２、他会計繰入金４１７万２千円の増につきまし

ては、繰入額確定に伴いまして補正をするものでございます。次のページ８ページをお願

いします。３歳出、款１、項１、目１、一般管理費、４４万６千円は、特殊勤務手当と時

間外手当を減額するものでございます。款２、項１、目１、一般被保険者療養給付費、補

正額２２６６万１千円の増。目２、退職被保険者療養費１４５５万６千円の減は、それぞ

れ給付費見込により補正するものでございます。９ページの中段をお願いいたします。款

２、項２、目１、一般被保険者高額療養費７３０万円の増、目２、退職被保険者等高額療

養費２７０万円の減につきましても、支出見込により補正をするものでございます。１１

ページをお願いいたします。款３、項１、目１、後期高齢者支援金等から次のページの中

段、款８、項２、目２、保健衛生普及費までは、支出額がおおむね確定しましたので、そ

れに合わせて補正をするものでございます。款１１、項１、目１、償還金８９６万６千円

につきましては、平成２５年度の療養給付費負担金及び特定健診補助金につきまして、実

績により返還額が生じたため補正するものでございます。以上で、議案第３７号の説明を

終わります。ご審議のほど、お願いいたします。 

続きまして、議案第３８号でございます。議案第３８号、平成２６年度美郷町国民健康

保険診療所特別会計補正予算（第４号）。平成２６年度美郷町の国民健康保険診療所特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入

歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２６５万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ８０２５万９千円とする。平成２７年３月１０日提出。美郷町長 景山 

良材。沢谷診療所と大和診療所の収入及び支出見込により、補正をするものでございます。

６ページをお願いします。２歳入、款１、項１、外来収入でございます。目の計欄のとこ

ろでございますが、現在のところ減収が見込まれますために３６０万９千円を減額するも

のでございます。下の段、款２、項１、目１、一般会計繰入金１０６万１千円の増でござ

います。８ページをお願いします。歳出でございます。款１、項１、目１、一般管理費１

８６万３千円の減額でございます。支出を精査し、不用額となる見込のものを減額したも

のでございます。款２、項１、目１、医療用消耗器材費、目２、医療品衛生材料費とも支

出見込により、あわせて７９万円の減額としております。以上で、議案第３８号の説明を

終わります。ご審議のほど、お願いいたします。 

続きまして、議案３９号でございます。議案第３９号、平成２６年度美郷町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第４号）。平成２６年度美郷町の後期高齢者医療特別会計補正予算

（第４号）は次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総

額から、歳入歳出それぞれ２３２万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ
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ぞれ１億８４１７万４千円とする。平成２７年３月１０日提出。美郷町長 景山 良材。

６ページをお願いします。２歳入、款１、項１、後期高齢者医療保険料でございます。目

の計欄でございますが、２２５万円の減額としております。収入見込によります。減額補

正でございます。款３、項１、目１、一般会計繰入金７万９千円の減額でございます。事

務費及び職員給与費がおおむね確定したことによります補正でございます。７ページをお

願いします。３歳出、款１、項１、総務管理費中段、項２、徴収費とも支出見込による減

額でございます。款２、項１、目１、保険料等負担金２２５万円の減額でございます。保

険料収入分の減額分を負担金においても、減額するものでございます。以上で、議案３９

号の説明を終わります。ご審議のほど、お願いいたします。 

●佐竹議長 

全議案の説明が終わりました。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

次の会議は、明日、１１日、定刻より開きます。 

本日は、これをもちまして散会といたします。 

ご苦労様でした。 

                     （散 会  １０時 ２５分） 


